
 

外国への送金（仕向）を希望するお客さまへのご案内 

 
 

 

  外国送金に関するお取扱につきましては、下記のとおりとさせていただきます。 

 

１．取扱店舗 

  外国送金業務は、外国送金取扱店で受付ができます。（池上支店および逸見支店は外国送金業務を

取扱っていない為、外国送金をご希望の方は近隣の店舗にお問い合わせしてください。） 

 

２．受付時間 

 お取扱時間は、9：00～12：00までとさせていただきます。 

注１：当日発信の円建て送金の受付は、午前 10 時までとさせていただきます。午前 10 時以降

の受付の場合は、原則翌営業日の発信となります。 

 注２：外国送金は、事前予約が必要です。原則として前営業日までに送金内容のわかる資料をご提

示いただき、送金内容を確認させて頂きます。 

 

３．適用相場 

①円預金にて外貨建送金をする場合、送金日当日の TTS レート（電信売相場）を適用します。 

ただし、10 万米ドル相当額以上の外貨建取引は、市場の実勢相場を適用する場合があります。 

②相場開示の時間は、以下のとおりです。 

米ドル（USD）、ユーロ（EUR）の場合は、午前 10 時 10 分頃に開示します。 

英ポンド（GBP）等その他通貨の場合は、午前 11 時 10 分頃に開示します。 

③送金できない通貨があります。詳細は、お取引がある店舗にお問い合わせしてください。 

 

４．手数料 

外国送金（仕向）の手数料は下記のとおりです。 

 
 

 

 

【仕向送金】 手数料には、消費税はかかりません

リフティングチャージ  
コルレス手数料

（依頼人負担の場合）※1

同一通貨での送金手数料 海外受取銀行に係る手数料

円貨⇒外貨

円貨⇒円貨
0.05％

2,500円未満の場合は2,500円

※1

※2 　在日他行あての送金については、後日他行より手数料請求の場合があります。

   その際は、お客さまのご負担となります。

仕
向
送
金

外国送金 7,500円／件 2,500円／件

内国送金

円貨⇒外貨

7,500円／件
後日、請求される場合があります

※2
円貨⇒円貨

0.05％
2,500円未満の場合は2,500円

　コルレス手数料が、受取人負担の場合には、コルレス手数料を当金庫にて徴求しません。

送金手数料

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html


５．外国送金に必要な書類 

当金庫では、法令（犯罪収益移転防止法・外為法等）に基づき、依頼人がお客さまご本人であるこ

との確認をさせていただくほか、外国送金の詳細内容等の確認をさせていただくため、以下の書類を

ご提示ください。 

 
 

６．お取引の詳細内容が確認できる書類 
当金庫では有効なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策を実施するため、外国送金の受

付に際し、すべてのお客さまに外国送金の詳細が確認できる書類をご提示ください。 
 

【送金原資及び送金目的に関する書類一例】 

 
 
注：外国送金に係る送金原資や送金目的等の内容について、当金庫から資料提出の依頼にご協力いただ

けない場合、また、確認できる資料をご提示いただいた場合でも、当金庫の判断により、お取引を
お断りする場合がございます。予めご了承いただきますようお願いいたします。 

ご用意いただく書類等 書類等の例

通帳、お届け印

外国送金に係る支払については預金口座の振替とさせていただきます。当金庫に口座をお持
ちではない方からの申し込み、また、現金での受付はお断りさせていただきます。

運転免許証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書　等

写真付き氏名・住所が確認できる書類

3.個人番号（マイナンバー）
個人番号（マイナンバー）・法人番号を原則お客さまに告知いただく必要があります。
なお、過去に告知を済ませてある場合は原則として告知は不要です。

4.許認可等の確認が必要な業種
 中古自動車/貴金属等通信販売等

会社の登記簿謄本、古物商許可、通販サイトのハードコピー　等

送金の原資や送金目的及び受取人とのご関係等が確認できる資料

詳細は、下記６．お取引の詳細内容が確認できる書類をご覧ください。

6.受取人の英文情報 銀行名、支店名、お受取人の口座名義、口座番号、受取人の方の住所　等

1.送金代わり金のお支払に係る物

5.送金の詳細が確認できる書類

2.本人確認書類

送金原資及び送金目的 書類等の例

1.輸入代金の決済、商品の購入 売買契約書、請求書（INVOICE）、原産地証明書、通関・運送関連書類　等

2.生活費、親族間の資金援助 受取人との関係がわかる資料（戸籍謄本等）及び資金の必要性がわかる資料　等

3.教育資金・留学費 教育機関からの授業料・入学金の請求書　等

4.医療費 医療機関からの請求書類　等

5.不動産購入、自動車購入 不動産・自動車売買に係る契約書・請求書　等

6.借入金返済 賃借契約書、融資契約書　等

7.相続 相続関係書類　等

8.保険金 保険会社の支払に係る書類　等

9.自己資金の移動 振替先の口座名義と口座番号がわかる資料

10.投資・出資 投資内容が分かる契約書・目論見書、出資先の登記簿謄本、出資契約書　等


